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研究成果の概要（和文）：子の監護をめぐる法制度の全般につき、内外の文献を通して研究を行ったが、特に重要なの
は、「両親間での子の奪い合い」に対応する条約であるハーグ子奪取条約（1980年）についての研究である。日本が20
14年にこの条約に加盟したこともあり、本研究期間の間に、加盟準備作業（国内実施法の起草等）に研究者として参加
し、法制審議会等のさまざまな機会における実務家との議論等を通じて、この条約についての詳細な研究を行い、その
成果（日本の従来の親子法とこの条約との関係をめぐる比較法的検討結果等）を論文・学会報告等によって公表した。
そのほか、扶養義務等、いくつかの関連テーマについても研究を行い成果を公表した。

研究成果の概要（英文）：The author conducted researches, through examining related literature in Japan and
 abroad, on various themes concerning legal issues related to child custody. In particular, emphasis has b
een put on the study of The Hague Convention of 1980 on Child Abduction. Japan ratified this Convention in
 2014. The author participated in the preparations of Japanese government for entering into this Conventio
n, as a member of Legislative Council for Ministry of Justice. Through the discussion on these occasions w
ith practitioners, bureaucrats and judges, the author collected valuable information on this Convention. T
he author studied on this Convention especially from the perspective comparative law. The results of the s
tudy have been made public by revue articles and presentations at academic conferences. The author publish
ed several articles on other themes such as maintenance obligations. 
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１．研究開始当初の背景 
 
子の監護は家族法分野の重要なテーマの

一つであることもあり、日本においても従来
からすでに相当程度の研究の蓄積がある。し
かし、研究開始の直近の時期には、国内外に
おいて子の監護をめぐる法実務およびそれ
をとりまく環境が急速に動いており、これら
の動きを踏まえた新たな研究が必要とされ
る状況にあった。法実務及びそれをとりまく
環境の動きとしては、第１に国際化の動き、
第２に日本国内の裁判および立法の動きを
あげることができる。 
第１の国際化の動きは、社会や家族の国際

化に伴い、子の監護をめぐる問題も国境を越
える形で生じることが多くなってきている
ことを背景としている。上記の(a)子の奪い合
い、(b)親権者・監護権者の決定、(c)扶養義務
のいずれについても、国境を越える形でこれ
らの問題が生じることが多くなってきてお
り、それに対処するための方策が模索され、
形成されつつある。より具体的には、(a)(b)(c)
のいずれについても、それぞれの問題に対処
するために、ハーグ国際私法会議において、
世界規模での多国間条約 ── (a)につい
ては 1980 年のハーグ子奪取条約、(b)につい
ては 1996 年のハーグ子保護条約、(c)につい
ては 2007 年のハーグ扶養条約・議定書 ─
─ が採択されている。これらのうち、扶養
条約・議定書は未発効であるが、子奪取条約
および子保護条約は、すでに発効して、数多
くの加盟国（その当時で、子奪取条約は 82
カ国、子保護条約は 25 カ国）の間で運用さ
れ実績をあげてきている。日本はこれらの条
約のいずれにもまだ加盟していなかったが、
とくに子奪取条約については、加盟を求める
国際的な圧力が高まっていて、政府（外務
省・法務省等）が加盟のための検討を開始し
ている状況にあった。これらの国際化への対
応のための諸制度は、単に国際的な子の監護
の問題にとどまらず、国内的な子の監護の問
題にも直接間接に影響を及ぼす。現に、上記
の子奪取条約の加盟をめぐる検討に際して
は、条約加盟によって国内での子の奪い合い
の問題や監護権の問題(離婚後の共同親権制
への移行の必要性など)にいかなる影響があ
るかが重要な検討課題とされていたのであ
る。 
第２の日本国内での動きとしては、子の監

護に関連する問題についての裁判および立
法の動向を指摘することができる。まず裁判
例としては、(a)子の奪い合い及び(b)親権者・
監護権者の決定に関連するものとして、子の
監護について人身保護請求が使える場合を
制限する一連の最高裁判例（最判平成 5 年 10
月 4 日民集 40 巻 7=8 号 5099 頁等）、別居中
の母親のもとから子を連れ去った父親(親権
者)に未成年者略取罪が成立するとした最高
裁判例（最判平成 17 年 12 月 5 日刑集 59 巻
10 号 1901 頁）など、それまでの判例の状況

を大きく変える裁判が出されてきていた。ま
た立法としては、(c)に関連するものとして、
扶養債務の強制的な実現を容易にするため
の民事執行法の改正（同法 167 条の 15、167
条の 16 の新設：平成 16 年）などをあげるこ
とができる。これらの動きは、それぞれに固
有の背景はあるものの、大きな流れとしては、
子の利益をより重視する方向への動きであ
ったと評価することができる。また、ハーグ
子奪取条約に日本が加盟することになれば
その条約の国内実施のための法律を制定す
る必要があり、それに関連する研究も必要と
される状況にあった。 

 
２．研究の目的 
 
 上記のような背景のもと、本研究では、子
の監護の法的規律をめぐる新しい状況、とり
わけ国際的な状況を検討することを通じて、
子の監護の法的規律（より広くは親子法）に
ついての日本法の特徴と問題点を析出して、
将来への展望を示すこと、とくに、ハーグ子
奪取条約への日本の加盟に関連して生じる
諸問題（国内法への影響等）について検討を
加えて、条約の国内実施に向けて実務的な観
点も踏まえつつ理論的検討を行うことを目
的とした。 
 
３．研究の方法 
 
 子の監護をめぐる問題（(a)両親間での子
の奪い合い、(b)親権者・監護権者の決定(面
接交流に関する決定を含む)、および、(c)子
の扶養義務）、およびそれに関連する親子法
上の問題について、国際的な状況を十分考慮
に入れるという本研究の趣旨に従い、諸外国
（主要欧米諸国が中心となるが、可能な限り
その他の国（アジア諸国など）も含めて）に
おける学問的および実務的な状況を、最近の
文献、および各国の研究者・実務担当者との
質疑応答により、調査する。他方、日本にお
ける研究・実務の状況について、文献および
実務家（裁判官・家裁調査官・弁護士のほか、
法務省・外務省の担当者等）との質疑応答に
もとづいて調査する。それらの調査を踏まえ
て、上記２（「研究の目的」）で示したような
日本法についての分析を、ハーグ子奪取条約
との関連などを中心として、行う。 
 
４．研究成果 
 
 子の監護をめぐる問題の全般につき、内外
の文献を通して調査研究を行ったのに加え
て、とくにそのなかの一つの重要な問題であ
る「両親間での子の奪い合い」に対応するた
めの条約であるハーグ子奪取条約（1980 年）
に関して、詳細な情報収集と検討を行った。
具体的には、まず、この条約の運用状況や問
題点を協議するためのハーグ国際私法会
議・特別会合（平成 23 年 6月と同 24年 1月



に 2回に分けて開催された）にオブザーバー
として参加し、同会議事務局の担当者並びに
各国及び関係諸団体の代表（実務担当者・研
究者）等との議論を通じて、この条約に関す
る最新の情報を収集し検討した。また、日本
がこの条約に加盟するための国内の準備に
も参画し、法制審議会の「ハーグ条約（子の
返還手続き）部会」に委員として参加し、条
約の国内実施のための法律案策定に携わっ
た。その国内での準備の過程では、法務省お
よび外務省の立法準備担当者のほか、裁判
所・弁護士会の代表等との協議・議論を通じ
て、とくに実務的な視点からの情報を収集す
ることができた。また、国会におけるこの法
律案審議の過程で、参議院法務委員会の参考
人として意見陳述をする機会があり、その際
には、法務委員会所属の参議院議員との質疑
応答等を通じて、立法府における関心・問題
意識のあり方についての情報を得た。なお、
この国内実施法案は、最終的には 2013 年６
月に国会で可決され、制定・公布された。ま
た、その直前である同年 5月に、ハーグ子奪
取条約への加盟も国会で承認され、所定の手
続きを経て、2014 年 4月から日本についてこ
の条約が発効した。本研究の最終年度（2013
年度）は、条約への日本の加盟が正式に決定
され、運用開始が間近に迫る時期であったた
め、法務省・外務省・弁護士会等の実務担当
予定者からの要請もあって、この条約につい
てこれらの実務担当予定者と問題点を協議
する機会が多くなった。それらの協議を通じ
て、さまざまな実務的な問題点を研究者の視
点から検討するという作業を行った。また、
ローエイシアの会合において、アジア各国の
法律実務家・法学研究者との間で、この条約
に関する議論・意見交換をすることによって、
アジア諸国における状況に関する情報を得
た。 
ハーグ子奪取条約に関する以上のような

検討の成果は、後掲の論文及び学会発表によ
って公表した。検討の成果のなかでも、とく
にこの条約と日本の親子法（さらには家族法
全般）との関係についての、比較法的な視点
からの検討を通じて、この条約が日本の家族
法に及ぼす長期的な影響について、一定の予
測が得られた点は重要であるように思われ
る。すなわち、日本の家族法は、比較法的に
見ると法的な強制力が弱いという特徴があ
り、家族における問題の規律を関係当事者
（家族）の自治にゆだねる傾向（いいかえれ
ば強者による事実上の支配や、法によらない
自力救済を許す傾向）が強いが、ハーグ子奪
取条約はそのような日本法の特徴とは大き
く異なる性格を有する法規範であり、この条
約に加盟してその運用に関して国際社会か
らのフィードバックを受けること等によっ
て、直接の規律対象である国際的な子の奪取
についての取扱にとどまらず、日本家族法の
上記のような特徴・傾向が長期的には変容し
ていく可能性があるのではないかという予

測である。 
 また、この条約以外のテーマに関しては、
まず、親子間の扶養を含む家族間扶養につき、
それまでの内外の研究をまとめる形で、「扶
養義務の準拠法に関する法律」の注釈を執
筆･公表した。また、2012 年度の日本私法学
会シンポジウム（国際家族法の現状と課題を
テーマとするもの）の企画・実施の責任者を
引き受けたのをひとつの機縁として、国際家
族法全般についての検討も行い、その一環と
して、生殖補助医療によって生まれた子に関
する親子法上の問題点についても研究をし、
この日本私法学会のシンポジウムおよびフ
ランスを中心とする生命倫理研究グループ
でのシンポジウムでの発表を行った。 
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